
に関連するおもな手続き離婚 あてはまる手続きをご自身でご確認してください

税・社会保障関係の手続きでは、マイナンバーカード等の提示が必要となります

『○窓口』は市役所１階の窓口番号です

窓口の場所確認はこちらから⇒



裾野市公式ウェブサイト https://www.city.susono.shizuoka.jp/index.html

●当事者間に離婚する意思の合致がある「協議離婚」と、裁判所が関与して
離婚が成立する「調停（裁判）離婚」があります。

●協議離婚の場合、全国共通の離婚届用紙に夫婦双方の署名と
証人（成年2人）の署名のうえ、届出してください。

●未成年のお子さんがいるときは、夫婦の一方を親権者と定めてください。

●調停（裁判）離婚の場合は、調停の成立または審判・判決の確定した日から
10日以内に届出をしてください。

裾野市役所 開庁時間 あさ８時３０分 ～ 夕方５時１５分

(土曜・日曜・祝日、年末年始[12/29~1/3]の閉庁日はお休みです)

必要な書類がそろわない手続きは、
後日あらためてご来庁いただく場合があります。

〒410-1192
裾野市佐野1059番地

市役所代表電話

０５５－９９２－１１１１
WEB

手続きチェックシート

関連する手続きは
内側にあります

離婚される方へ

忘れずにお持ちください

市役所で手続きの際は本人確認をいたします。
本人確認書類の提示をお願いいたします。

本人確認書類

１点で

本人確認
できるもの

確認に

２点が

必要なもの

＜官公署が発行した、顔写真付きで身分を
証明できるもの、免許証、許可証＞

運転免許証 マイナンバーカード
そのほか
・パスポート ・障害者手帳
・官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証など

・健康保険証 ・年金手帳

・介護保険証 ・年金証書

・顔写真付きの社員証、学生証など

代理人の方が手続きするときは

代理人として来られた方について本人確認をいたします
手続きができるかどうか、手続きの対象となる方との関係や
委任状により確認させていただきます。
番号制度の対象手続きの場合は、手続きの対象となる方の
マイナンバー(個人番号)をご提示いただきます。

１

２

３

異動届処理番号

深良支所、富岡支所、須山支所の開庁時間も同様です。
受付窓口欄に マークのあるものは、支所でも受付できます。
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